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手続き・お知らせ

70
歳
～
74
歳
の
国
保
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

問 
伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
４
０
８
）

お知らせ

被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
が

更
新
さ
れ
ま
す　

　

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
国
民
健
康

保
険
加
入
者
に
交
付
し
て
い
る
「
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受

給
者
証
」
の
有
効
期
限
は
7
月
31
日

㈫
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
8
月
1

日
㈬
か
ら
使
用
す
る
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
は
7

月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

保
険
証
と
受
給
者
証
が
１
枚
に

　　

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
に
は
保

険
証（
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
）

の
ほ
か
に
一
部
負
担
割
合
を
記
載
し

た
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し
て
い
ま

し
た
が
、
こ
の
4
月
か
ら
利
便
性
の

向
上
の
た
め
、
保
険
証
に
高
齢
受
給

者
証
の
内
容
も
記
載
し
１
枚
の
カ
ー

ド
に
な
り
ま
し
た
。

【
自
己
負
担
割
合
に
つ
い
て
】

〇
昭
和
19
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま

　

れ
た
方
：
1
割
負
担

〇
昭
和
19
年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま

　

れ
た
方
：
2
割
負
担

※
同
一
世
帯
に
住
民
税
課
税
所
得

１
４
５
万
円
以
上
の
70
歳
以
上
75
歳

未
満
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
い

る
方
は
、『
3
割
負
担
』と
な
り
ま
す
。

※
平
成
30
年
8
月
1
日
か
ら
の
自
己

負
担
割
合
は
、
平
成
29
年
中
の
所
得

お
よ
び
収
入
で
判
定
し
ま
す
。

不
動
産
公
売
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

問 

伊
奈
庁
舎
収
納
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
４
０
４・２
４
０
５
）

お知らせ

　

茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構
で
は
、

一
般
の
方
も
参
加
で
き
る
入
札
に
よ

り
、
不
動
産
公
売
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
９
月
４
日
㈫

〇
入
札
時
間
…
午
後
１
時
20
分
～
２

　

時
（
受
付
開
始
：
午
後
０
時
50
分

　

／
入
札
説
明
開
始
：
午
後
１
時
）

▼
場
所
＝
茨
城
県
水
戸
合
同
庁
舎
２

　

階
大
会
議
室
（
水
戸
市
柵
町
１
‐

　

３
‐
１
）

※
農
地
を
含
む
た
め
、「
買
受
適
格

証
明
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。
手

続
き
な
ど
の
詳
細
は
市
農
業
委
員
会

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
中
止
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
公
売
不
動
産
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
市
収
納
課
で
公
売
広
報
を
無
料

配
布
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
茨
城
租
税
債
権
管

理
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
詳
し

い
内
容
を
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

◎
茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構
と
は

　

県
内
の
市
町
村
か
ら
滞
納
事
案
の

移
管
を
受
け
、
滞
納
処
分
（
差
押
・

公
売
）
な
ど
の
滞
納
整
理
に
よ
り
、

市
町
村
税
の
徴
収
を
行
う
特
別
公
共

団
体
（
一
部
事
務
組
合
）
で
す
。
平

成
13
年
４
月
設
立
。

■公売不動産
売却区分番号　30 ー 30
　見積価額　  450,000 円
　公売保証金　50,000 円
　財産の表示（登記簿による表示）

【土地】
　所在　つくばみらい市豊体字豊体
　地番　397 番
　地目　田
　地積　1245㎡

農
地
中
間
管
理
機
構
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
３
）

お知らせ

　

農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
、
茨
城

県
農
林
振
興
公
社
（
機
構
）
が
、
農

地
を
借
り
受
け
て
、
経
営
規
模
の
拡

大
や
農
地
の
集
約
化
を
図
ろ
う
と
す

る
担
い
手
に
貸
し
付
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
農
地
の
有
効
利
用
や
地
域

の
農
地
利
用
の
効
率
化
を
進
め
て
い

く
も
の
で
す
。

［  

手
続
き
の
流
れ  

］

■
農
地
を
貸
し
た
い
場
合

　

規
模
縮
小
・
経
営
転
換
・
農
地
相

続
で
お
困
り
の
方

①
貸
し
付
け
希
望
の
申
し
出

　

貸
し
付
け
希
望
の
方
は
、
産
業
経

　

済
課
窓
口
ま
で
ご
相
談
の
上
、「
貸

　

付
希
望
申
出
書
」
を
提
出
し
て
く

　

だ
さ
い
。

②
農
地
状
況
の
確
認

　

農
地
の
現
状
・
面
積
・
権
利
関
係
・

　

希
望
賃
借
料
な
ど
に
つ
い
て
の
確

　

認
を
行
い
ま
す
。

③
借
り
受
け
手
続
き

　
借
り
受
け
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
、

　

機
構
が
借
り
受
け
る
た
め
の
手
続

　

き
を
行
い
ま
す
。

④
賃
借
権
な
ど
の
設
定

　

機
構
と
中
間
管
理
権（
借
り
受
け
）

　

が
設
定
さ
れ
ま
す
。

■
農
地
を
借
り
た
い
場
合

　

規
模
拡
大
・
新
規
参
入
を
お
考
え

の
方

①
借
り
受
け
希
望
申
し
込
み

　

借
り
受
け
希
望
の
方
は
、
産
業
経

　

済
課
窓
口
ま
で
ご
相
談
の
上
、「
借

　

受
希
望
申
込
書
」
を
提
出
し
て
く

　

だ
さ
い
。

②
借
り
受
け
希
望
者
の
公
表

　

借
り
受
け
希
望
者
の
氏
名
、
借
り

　

受
け
希
望
内
容
を
機
構
の
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。

③
農
地
の
マ
ッ
チ
ン
グ

　

貸
付
期
間
や
賃
料
な
ど
の
諸
条
件

　

に
つ
い
て
調
整
の
上
、
借
り
受
け

　

希
望
内
容
に
適
合
す
る
農
地
の
貸

　

し
付
け
に
向
け
た
マ
ッ
チ
ン
グ
を

　

行
い
ま
す
。

④
賃
借
権
な
ど
の
設
定

　
担
い
手
に
賃
借
権
が
設
定
さ
れ
ま
す
。

■
借
り
受
け
農
地
の
基
準

〇
農
業
振
興
地
域
内
の
農
地

〇
再
生
作
業
が
困
難
な
遊
休
農
地
で

　

は
な
い
農
地

貸
し
た
い
人
か
ら
借
り
た
い
人
へ

〇
農
用
地
利
用
の
効
率
化
、
高
度
化

　

の
促
進
に
つ
な
が
る
農
地

※
機
構
の
借
受
期
間
は
原
則
と
し
て

10
年
以
上
と
な
り
ま
す
。

■
貸
し
付
け
た
際
の
メ
リ
ッ
ト
措
置

　

茨
城
県
農
地
中
間
管
理
機
構
に
農

地
を
10
年
以
上
貸
し
付
け
た
場
合
に

は
、
次
の
よ
う
な
支
援
に
該
当
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
地
域
集
積
協
力
金

②
経
営
転
換
協
力
金

③
耕
作
者
集
積
協
力
金

※
①
～
③
の
内
容
は
、
農
地
中
間
管

理
事
業
の
お
問
い
合
わ
せ
時
や
手
続

き
の
際
に
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。

【
重
要
】

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
メ
リ
ッ
ト

措
置
は
、
10
月
に
行
わ
れ
る
農
業
委

員
会
総
会
で
農
用
地
利
用
集
積
計
画

が
決
定
さ
れ
た
も
の
が
最
終
対
象
に

な
り
ま
す
の
で
、
９
月
３
日
㈪
が
申

請
期
限
に
な
り
ま
す
。

手続き・お知らせ


